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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１８年９月１１日（月）午前１０時　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時８分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 山本靖一  副委員長 木村勝彦  委　　員 藤浦雅彦

委　　員 原田　平  委　　員 野原　修  

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 

都市整備部長　岩田延弘 同部次長兼都市計画課長　粟屋保英

都市計画課参事　新留清志 

土木下水道部長　山脇　智 同部次長兼下水道管理課長　宮川茂行

同部参事兼公園みどり課長　野畑一雄　　同部参事兼道路課長　藤井義己

同部参事兼交通対策課長　水田和男　　公園みどり課参事　勝　松男

道路課参事　堀　和夫 下水道業務課長　石川裕司

下水道管理課参事　山口　繁　　同課参事　渡場修一　　

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局主幹　日垣智之 

１．審査案件（審査順）

議案第５６号　平成１８年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第６１号　摂津市地区計画等の案の作成手続に関する条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○山本靖一委員長　ただいまから建設常

任委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　市長。

○森山市長　おはようございます。本日

は何かとお忙しいところ、建設常任委員

会を開催していただきまして、大変あり

がとうございます。

　当委員会では、過日の本会議で付託さ

れました案件のご審議をいただくわけで

ございますが、どうか慎重審議の上、ご

可決賜りますようよろしくお願いいたし

ます。

　一たん退席いたしますけれども、どう

ぞよろしくお願い申し上げ、あいさつと

いたします。ありがとうございます。

○山本靖一委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は原田委員

を指名します。審査の順序につきまして

は、先に議案第５６号所管分の審査を行

い、次に議案第６１号の審査を行うこと

に異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第５６号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　山脇土木下水道部長。

○山脇土木下水道部長　議案第５６号、

平成１８年度摂津市一般会計補正予算

（第２号）のうち、土木下水道部に係る

部分について補足説明をさせていただき

ます。

　まず、歳入歳出予算の補正についてで

ございますが、今回、歳入についての補

正項目はございません。

　歳出でございますが１７ページをお開

き願います。

　款７、土木費、項１、土木管理費、目

２、交通対策費、節１３、委託料２００

万円は千里丘第１自転車駐車場増設計画

に係ります予備設計委託料でございます。

節１５、工事請負費１００万円は、セン

ターラインなどの復元に係ります路面標

示設置工事でございます。項２、道路橋

りょう費、目２、道路維持費、節１１、

需用費１，０００万円は、小面積におけ

る舗装の補修や安全柵、また側溝等の道

路の維持補修費に係る修繕料でございま

す。節１５、工事請負費４，０００万円

は道路維持工事でございます。現在、事

故の要因となる穴ぼこなど、舗装面の破

損の発生など、道路舗装状況を把握した

中で早急に補修を必要と判断される路線

から補修工事を実施いたしているところ

でございますが、さらに補修が必要な路

線への対応として、市道鶴野２３号線ほ

か４路線を補修いたすものでございます。

　１８ページ、項４、都市計画費、目４、

公園管理費、節１５、工事請負費では、

公園施設整備事業として大阪モノレール

南摂津駅周辺の（仮称）東一津屋公園の

広場を利用されるより多くの児童に快適

な環境を提供するために、公園管理工事

の施設拡充整備に要する事業費として３

６０万円の増額補正を行うものでありま

す。

　続きまして、債務負担行為の追加及び

変更でございます。５ページをお開き願

います。

　第３表、債務負担行為の補正で、追加

分としましては府営まちづくり水路整備

事業でございます。本事業は番田水門設

置に伴う内水対策事業の一環として、三
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箇牧水路の溢水を防止するために鳥飼北

部ポンプ場を建設するもので、大阪府が

事業主体となり、平成１５年度から平成

１８年度の４か年において実施している

ものでございます。これまで工事の進捗

にあわせて本市負担分について債務負担

行為を設定してまいりましたが、このた

び三箇牧水路において当該ポンプ場から

上流約１キロメートルの区間の底質土に

基準値を超えるダイオキシンが含まれて

いることが明らかとなり、本事業の中で

新たに底質土の除去工事が必要となった

ことから、当該工事の実施に当たり、本

市負担分について債務負担行為を設定す

るものでございます。期間につきまして

は平成１９年度から平成３８年度。限度

額は１，０６８万９，０００円となって

おります。なお、本事業については、こ

れまでその負担割合は国が５０％、府が

２５％で、本市は２５％となっておりま

すが、今回工事分につきましては協議に

より本市負担分のうち２５．４７％を神

安土地改良区が負担することから、本市

負担は約１８．６％となっております。

　次に変更分といたしまして、本年度当

初予算で設定いたしました番田水路下流

部整備事業について限度額を変更するも

のでございます。本事業は、番田水門設

置に伴う内水対策事業の一環として、摂

津市浜町から吹田市にかけて番田水路護

岸の改良工事とあわせて溢水防止のため

のコンクリート壁を設けるもので、神安

土地改良区が事業主体となり、平成１６

年度と平成１８年度の３か年において実

施いたしておるものでございます。この

たび、当初の工事区間外において堤体の

不良箇所が確認され、この部分の改良工

事を追加実施することに伴い、債務負担

行為の限度額を変更するものでございま

す。融資金融機関ごとに債務負担行為を

設定しており、上段については農林漁業

金融公庫分で、補正前の限度額は７４８

万６，０００円を８０４万１，０００円

に変更しております。下段は、大阪府信

用農業協同組合連合会分で、補正前の限

度額は２５２万３，０００円を２７１万

円に変更いたしております。いずれも期

間について変更はございません。

　以上、補足説明とさせていただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　野原委員。

○野原委員　おはようございます。まず、

府営まちづくり水路整備事業の１，０６

８万９，０００円の、ダイオキシンが１

万１，０００ピコの濃度で出たという形

で、これの事業として補正が上がってお

りますが、これは今後、どういう日程で、

どのような保管をされて、今後、どうい

うような処理をされていくのか、これを

ちょっとお聞かせいただきたいと思いま

す。

　それと、１７ページの交通対策費の設

計委託料２００万円上がっておりますが、

これは当初予算に上がらずに補正で上がっ

てきたということは、何らかの変更とい

うか、そういういろんな事情があってこ

こに上がってきているのか、その辺の説

明を願いたいと思います。

　以上です。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　債務負担行為

にかかわります府営まちづくり水路整備

事業の件でございますが、今後のどうい

うふうな日程ということです。この件に

つきましては、これを承認いただいた後

に、１０月に発注予定と伺っております。

渇水期であります１１月ごろにその底質

土の除去を行うと、このように大阪府の

方から伺っております。後の保管ですけ
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れども、この保管につきましては、三箇

牧水路の堤体部分に二次製品ですがコン

クリートの三面張りのものを用意します。

その中に一たん保管するということになっ

てございます。

　処理の内容ですけれども、この処理の

最終処理をどうするかということにつき

ましては、この９月半ばに検討委員会が

設けられると。その中でどういうふうな

形の処分をするかということなどを検討

されることになっております。その後、

どこがそれを処分するかというような内

容を、大阪府あるいは神安ともどもで協

議してまいりたいと、このように考えて

おります。

○山本靖一委員長　水田参事。

○水田土木下水道部参事　設計委託料の

内容でございますけれども、これは千里

丘第１自転車駐車場、これはかねてから

現在収容台数といたしましては１，６４

０台ございまして、現状は満車状態でご

ざいます。これからますます吹田市側か

らの開発もあわせまして利用者がふえる

ということで、かねてから建屋部分の増

設を検討してまいりました。その中で、

大阪府の管理用地をお借りしまして行う

という計画を持っておりましたけれども、

千里丘のガードの拡幅工事の進捗に伴い

まして、当初お借りする用地が今年度で

もって使用できない状況になってしまい

ました。大阪府と協議を行いましたとこ

ろ、若干のスペースをまだお借りできる

ということで、その台数が２００台程度

の収容スペースしかございません。仮設

駐輪場で当然必要でございますので、２

００台ではなかなか当初の計画では実施

が難しいということで、計画を洗い直さ

なければならないんじゃないかというこ

とで、仮設の収容台数にあわせた千里丘

第１自転車駐車場の増設をどういうふう

な形になるのかということを、予備設計

ということでプランを考えていただきま

して、増設を考えていきたいというのが

現状でございます。

○山本靖一委員長　聞かれているのは、

なぜ補正予算になったのか、当初予算で

はなかったのかという質問ですので。

　水田参事。

○水田土木下水道部参事　本来ですと、

当初増設に係ります分については、地元

の理解を求めていくという形で進めてい

く計画でございました。予定では１９年

度当初予算に理解が求められれば計上す

るというふうな形で進めてまいったんで

すけれども、今回そういう状況がござい

ましたので、１９年度に設置するために

は新たな増設計画を、やはり今年度でもっ

て決めていかなければならないというこ

とで、今回、補正という形で上げさせて

いただいた次第でございます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　三箇牧水路の件なんですけ

ど、今、お聞きして、１１月からその底

質土の部分の除去にあたるということを

お聞きして一安心しております。今、集

中豪雨で本当に我々の思いがけんような

雨量があって、それこそそういう泥土の

部分が今度浮き上がった中で、ほかに拡

散していくということが、一番市民にとっ

ては不安な部分であり、これをいち早く

撤去していただきたいということで、１

１月からかかっていただくということで、

一応の台風シーズンは終わったといいま

しても、いつ来るかわからない状況なん

で、それはいち早く処理していただきた

い。

　また、その後の保管をこれからの問題

にはなろうかと思いますが、いつまでそ

の状態で保管して、その状態が安全かど

うかいう形も、市民にとっては不安部分
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が残ります。また、これを処理するにし

ても、日本全国何カ所しかないところま

で持っていって処理するとか、そういう

費用を今後どうしていくのかという問題

も、我々にとっては大きなそこに問題が

出てくると思いますし、またこの部分が

どうしてそこにそういう１万１，０００

ピコものダイオキシンがそこにたまって

いったかという原因を追及する部分は、

また違うところでそういう犯人探しとい

うんじゃないですけど、そういう形のと

ころでしてもらって、この負担を今後ど

うしていくかという形の部分も、今後、

検討されていくと思いますので、その辺

の部分をもう一度お聞かせいただきたい

と思います。

　それと、第１駐輪場の増設に関しまし

ても、私も１年前に議員にならせてもらっ

てから、地元という形のもので、今まで

藤浦委員がずっと言ってこられましたけ

ど、私もそういう形で、何とか今、吹田

の方の開発がふえてきて、本当にもうあ

ふれるのは目に見えております。その放

置自転車の対策としましても、やはりと

める場所を確保した上で、そういう放置

自転車の違法を取り締まるという形のも

のをしていかなければならないというと

きに、やはりそういうちゃんと駐車でき

るスペースを確保するということで、本

来は１８年度中、府のスペースをお借り

できるという形のものが、その期間が今

のお話で短くなってきてそこが使えない。

今までの形よりはまた違った視点で、何

とかその千里丘第１駐輪場を早い機会に

増設できるような形で、この予算組みに

取り組まれているという形を今お聞きし

たんですけど、具体的にこれが来年以降、

府の４００台でしたかそのスペースがあ

るうちに、そういう形のものに取りかか

れるか。これは今、初めて設計の委託を

出されて、どういう答えが返ってくるか。

それを踏まえてのこれからの交通対策課

の検討にはなろうかと思いますが、今後、

本当に時間との勝負という形の、本当に

府のその部分を借りないような状況では、

本当にもうどうしようもない状況になっ

て、放置自転車がますますふえるという

事態だけは、何としても避けなければな

らないと思いますんで、その辺の流れと

いうか、もしお聞かせできるようでした

ら、聞かせていただきたいと思います。

　以上です。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　三箇牧水路の

ダイオキシンの件でございますが、私ど

ももいち早く処理といいますか、処分を

行いたいという思いはございます。ただ、

委員会の方でどのように判断されるか。

このあたりが、ちょっと今のところ確認

できておりませんので、今後、委員会の

流れを見据えた中で、その処理方法等を

指導いただけるものと、このように考え

ております。

　処分先につきましても、今、私どもが

入手しております流れの中では、全国で

３かしかないと、このように伺っており

ます。これは千葉県、三重県、広島県と、

このように伺っておりまして、処分をす

るに当たりましても、地元所在県の協議

をした上で許可をいただかなければなら

ないと、このようになっております。

　どうして三箇牧水路に濃度の高いもの

があるのか。この件につきましては、今

現在、大阪府の環境部局を主としまして

原因追及されている状況にございます。

その追及については、まだどのようになっ

ているかというようなところが公表され

ておりませんので、ちょっと私どもの方

もどういうふうにこれを判断してよいの

か、ちょっとあぐんでおるところでござ

－ 5 －



います。

　今後、仮置きしました底質土の処分の

関係ですけれども、これもまだ具体には

協議いたしてはおりません。これにつき

ましても、やはり環境部局との協議、そ

れとやはり本市だけでなく大阪府を主と

した形の中で、応分の負担のお話が今後

されるのではないかと、このように考え

ておりますので、その点も明らかになり

ますれば、またご報告することになろう

かと思いますので、そういう状況でござ

います。

　よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　水田参事。

○水田土木下水道部参事　今後の流れと

いうことでございます。千里丘第１自転

車駐車場の収容の内訳といたしましては、

屋内で約１，０８４台ございます。屋外

で５５６台ございまして、全体で１，６

４０台という形で、当初、屋内の部分の

中で増設ということを考えておりました。

今回そういう設計を、基本設計もあわせ

て委託するわけですけれども、当然、仕

様書というものが必要になります。これ

は担当課の意向も含めた中で行ってまい

りたいと思います。

　屋外も含めた全体の増設ということで、

私どももまた考えを改めてしていきたい

なと思っております。ただ、収容台数が、

仮設の収容スペースですね、その部分が

約２００台しかございませんので、当面

その２００台を利用できるような方法を

何とか考えていきたいなと。例えばそう

いう２段ラックの設置も１つの方法、選

択肢もありますし、それを検討していけ

たらいいなと思っております。

　それで、今後の流れとしましては、１

０月から来年２月までには、そういうプ

ランを出していただきまして、１９年度

の予算に反映していきたいというふうに

考えております。このうち、地元の方に

もやはり了解を求めなければならないと

いうことで、それも自治会長には既にお

話をさせていただいております。今後、

工事の内容は詳しくまだ出てきてまいり

ませんけれども、駐輪場の現状ですね、

満車ということで、今後この状態をおき

ますと放置もふえるということもあわせ

まして、その内容を直近の住民の方に理

解を求めていくと。その千里丘第１自転

車駐車場の増設が当然必要であるという

ことも、あわせてお願いしていくという

ふうに考えております。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　ありがとうございました。

三箇牧水路の底質除去に関しましては、

本当に市民の健康に関することなんで、

それとまた本市の財政状況の中で、これ

以上の出費というんか、そういう形がで

きない状況の中で、犯人探しじゃないで

すけど、そういう形のもののきっちりし

た形で今後処理していただきたいとお願

いしておきます。

　それと、千里丘第１駐輪場の増設の件、

いろんな形の方法で今模索して一生懸命

やっていただいている、これは本当に感

謝いたします。しかし、本当に先ほども

言いましたように時間に制限があります

んで、より一層努力していただいて、何

とか１台でも多く収容できるようなスペー

スを完成していただきたいというお願い

をして、質問を終わらせていただきます。

　ありがとうございます。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　藤浦委員。

○藤浦委員　おはようございます。何点

かちょっと質問させていただきたいと思

いますが、まず１点目は、先ほどから質

問にありました府営まちづくり水路の整

備事業についての関連で、三箇牧水路に
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ダイオキシンがたくさん、１万ピコを超

えるダイオキシンがあったということで

ございまして、今、質問等がありました

ので、その中で原因究明ということです

ね。これについてもやっていかれるとい

うことでしたけれども、これ大体ダイオ

キシンというのは、物を燃やしたときに

発生するというもんでございまして、ちょっ

と想像の範囲でございますけども、これ

はどこかそういう原因のところが何か焼

却なりそういう施設があって、そっから

発生源ではないのかなと、これは私の予

想ですけどね。これが三箇牧水路だけに

たまったものかどうかというのが、非常

にやっぱりちょっといろんな範囲の中に

汚染されているのではないかなと思うわ

けですけどね。これ、大阪府が調べられ

たと思うんですが、ちょっと調査をされ

た実態と、それから民間の土地なんか当

然調べられてないと思うんですが、今後、

原因を究明していく段階で、やっぱり民

間地なんか、田んぼとかそういうとこら

も含めて調査をされる予定があるのかど

うかも含めて、ちょっとご答弁をお願い

したいと思います。

　それから、そのときに先ほどの設計委

託料の話で、千里丘第１自転車駐車場の

設計料の話でございますが、補正予算を

組んで出すということについて、やっぱ

り一定、私たちも１つ理解をしていかな

ければいけないと思っているわけですけ

どね。この千里丘第１自転車駐車場の設

計料については、当初予算のときもちょっ

と質問にもあったと思うんですが、これ

は近隣との関係性があって、それをその

時点ではまだきちっと話ができてない段

階で設計料を上げてしまうと、非常に困

難であると、理解してもらうのに困難で

あるというふうに私は理解しているわけ

です。これはできるときからいろいろ近

隣との関係の中では、平屋にしてくださ

いよというふうな要望が、約束があった

りして、それを一遍変えなあかんという

ようなことがあったりして、今回、多分、

２階建てということになるんでしょうけ

ども、ちょっとその辺の経過とあわせて、

今回の補正になったんですわということ

を、今までの経緯、わかる範囲で結構で

すが、あわせてちょっと補正になったと

いうことの説明をお願いしたいと思いま

す。

　それと、新しくつくられる駐輪場につ

いては、現在１，６４０台、今度どれぐ

らいの増設を予定されているのか、考え

ておられるのか、あわせてお願いしたい

と思います。

　それから、その次に路面標示設置工事

の補正が上がってますが、ちょっと私が

この４年か５年ぐらいしかやってません

が、記憶の中では路面標示の設置工事で

補正で上げられたのはそんなになかった

と思うんですけど。これも非常に要望が

あって、また摂津市の状況の中では、以

前にも非常にいろんな案内標識、案内標

示をされている線が消えているというこ

とで指摘があった中での１つの補正になっ

ていると思うんですけど、そういう背景

ですね。補正に上げている背景もちょっ

とご説明をお願いしたいと思います。

　それから、その次の道路維持費の中で

修繕費及び道路維持工事の、今回補正で

上がっている、ちょっと金額が大きいわ

けですが、先だって道路が陥没をして、

車がどすんと落ちたというようなことが

あったりとかして、非常にそういう意味

では、そういう危険性のはらんでいる道

路も摂津市内にはあるということも認識

いたします。緊急性を要して直しておか

ないと、そういう事故が起きるというこ

とも、これは認識をするわけですが、今
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回５路線ということでございますけど、

実態を踏まえて、今回５路線だけでいい

のか。それとも実態はどうなのか。今回

のこの５路線に限定をされたということ

についての、ちょっと調査の過程と中身

を教えていただきたいと思います。

　それから、最後に１８ページの公園管

理費で、公園管理工事として、これは東

一津屋公園の一部分を改修していただく

ということでございまして、市長の市政

方針の中にも、この東一津屋公園につい

て整備をしますというようなことがたし

かあったと思います。今回のこれも補正

で上げていただいたということについて、

ちょっとなぜ補正になるのかということ

をご説明願いたいのと、工事予定内容、

これは前も聞いたと思いますが、工期と

あわせてもう一度ちょっとお願いしたい

と思います。

　以上でございます。

○山本靖一委員長　藤浦委員の１点目の

質問の件ですが、原因者究明というふう

な部分の内容については、民生の方で進

められていますので、答えられる範囲の

中で答弁をお願いできたらと思います。

　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　三箇牧水路の

件でございますが、三箇牧水路だけにあ

るのか、あるいは府の調査の実態はどう

かと。究明の段階で民間の方への調査も

されているのかと、こういう３点かと思

います。

　今回、三箇牧でそのダイオキシンがあ

るということがはっきりいたしましたけ

れども、これは三箇牧だけではございま

せんで、この内容につきましては大阪府

の方で平成１２年１月にダイオキシン類

特別措置法が施行されております。この

施行されたことを受けまして、大阪府の

方が１２年度より定点観測をなされてい

るという状況にございます。そのような

中で神崎川水系というところのものが含

まれておりまして、平成１２年から調査

に入られた形の中で、平成１２年から１

７年度にかけまして、神崎川にかかりま

す新三国橋、それと平成１３年度に安威

川にかかります新京阪橋で、その水質が

環境基準を上回るというような結果が出

たというように伺っております。そのよ

うな状況の中で、どこに小元があるのか

というようなことで、徐々に上流の方へ

調査を広げてこられた。観測定点以外の

調査を上流の方に求めてこられたと。そ

のような形の中で、番田水路にも含まれ

ていると。そうしたときに、番田水路よ

りも三箇牧水路の方はまだ濃度が高いと

いうような実態がつかまれたという状況

でございます。そういうような流れの中

で、三箇牧水路を重点的に調査をなされ

たというふうに伺っております。

　昨年の１７年７月２０日、この折に三

箇牧の第１次調査をなさいまして、その

中で番田水路と三箇牧水路が合流する地

点、この地点で水質に環境基準を上回る

４０ピコという数字を確認した。さらに

上流に上られて７１ピコという数字が確

認されたというふうに伺っておりまして、

そういう状況の中で改めて昨年の１１月

に２次調査を行っておられます。やはり

番田水路と三箇牧水路が合流します直前、

三箇牧水路側ですが、その地点でもやは

り水質が５８ピコ、底質が３，１００ピ

コ、それから上流に上がりましたところ

で水質が５．２ピコ、底質が１万１，０

００ピコというような形で、水質基準で

あり、環境基準の中の水質ですが、これ

が環境基準としまして１ピコ、底質で１

５０ピコ、これを大きく上回っていると

いうような流れの実態と我々は伺ったと。

その中で鳥飼北部ポンプ場の絡みが発生
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してまいって、今回、除去をお願いする

というような状況でございます。今、私

どもが聞いてます範囲の中では、大阪府

の環境部局の方で、民間に対する立ち入

りも実施したとは伺っておりますが、ま

だその分析は出ていないというのを伺っ

ている状況にございます。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　今回、補正を

上げております修繕料でございますが、

なぜ５路線、鶴野２３号線ほか４路線を

計上させてもらっております、なぜこの

５路線なのかということでございますが、

まず現地調査によりまして道路状況の把

握に努めております。その中で、特に今

回、補正を上げてでも補修、修繕が必要

であるという内容でございまして、それ

が鶴野２３号線ほか４路線でございます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　（仮称）東一

津屋公園の拡張整備で、なぜ今の時点で

補正を上げないといかんかという内容に

ついてお答えいたします。

　まず、東一津屋公園は全部で２，２０

０平米ございます。そのうちの半分につ

きましては、現在広場として利用させて

もらっています。残りの半分につきまし

て、以前、神崎川緑地の植樹なんですけ

ど、それをこちらへ持ってきて仮植えし

てという状態でございまして、その場所

を平成１６年度に和道苗圃として一応市

民の方に開放しておりました。その和道

苗圃で、実際にはそこで苗圃で活動して

いる方なんですけれど、実際皆さん方、

かなり高齢になっておられております。

その関係で、この場所を存続をどうしよ

うかということで、皆さん方でお話され

ていたわけです。当初から、これからや

りたいなというんですけど、その存続が

どうなるかということが、なかなか結論

が出てまいりませんで、やっと６月にな

りまして、やっぱり我々はこういう花いっ

ぱい活動を今後も続けていこうという形

でありますので、とりあえず地域の皆さ

ん方からかなり拡張の要望がございまし

たので、それであれば今現在の４分の１

の分につきましては、そのまま和道苗圃

として残していきましょうということで

す。

　そうなってまいりますと、まず和道苗

圃を開放してるんですけど、やっぱり花

の苗とかそんなんを常につくられてます

ので、どうしてもやっぱり管理上の問題

点がありまして、できたら真ん中でフェ

ンスで仕切ってほしいという形がござい

まして、そのフェンスを要するに今現在

の真ん中の位置から約４分の３のところ

まで、南側へですね、それの移設の内容

が出てまいりました。その関係で一応現

在、この９月の時点でこういう補正をさ

せていただいているのが現状でございま

す。

　その次に内容でございますけれど、実

際に平成１１年に広場として整地してか

ら、その後、いろんな遊具をつけてまいっ

たんですけれど、やっぱり周辺にマンショ

ンがたくさん建ってまいりました。その

マンションに入居している方はほとんど

新婚の方がおられまして、ちょうどその

お子さんたちが今３つか４つぐらいと。

児童の年齢になってまいっています。そ

の関係で、このごろ非常に多くの方が利

用されています。その関係で、できるだ

け幼児対象の遊具をつくっていきたいの

と、もう１つは、かなりあそこは東側に

当たりますので、日当たりが非常に強い

ものです。その関係で、やっぱり日陰、

日差しを遮る何かシェルターが欲しいな

という要望がございました。その関係か

ら、シェルターをまず１基ですね。その
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シェルターはベンチつきでございます。

もう１つの遊具につきましては、以前、

危険な遊具ということで向かい合わせブ

ランコ、これにつきましては撤去するか、

もしくはこの場所では一応固定いたしま

して、そのままベンチとして利用してお

りました。その向かい合わせブランコを

一応撤去した中で、新たに幼児用の二連

のブランコを設置してまいりたいなと思っ

ております。真ん中の方につきましては、

一応子供たちが遊び回れるような形でそ

れも対応したいと思いますので、今ある

場所を撤去して、その場所につけていけ

たらという考え方を持っております。

　あと、先ほど申しましたように、残り

の４分の１につきましては、やっぱり引

き続き和道苗圃として、和道地域の花いっ

ぱい活動の苗圃として市民の方に開放し

ていくべきだという形でございますので、

よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　水田参事。

○水田土木下水道部参事　千里丘第１自

転車駐車場でございますけれども、現状

の建屋につきましては、やはり構造上２

階建てできないという構造になっており

ます。その中で、平成４年４月１日に開

設しまして、その中から平成７年、平成

１５年と増設を行ってまいりました。た

だ、その中でもやはり利用者がふえると

いうことで、今現状満車ということでご

ざいます。その中で、やはり自動車の駐

車スペースがございます。７台あるんで

すけれども、これもやはりバイク置き場

の方へ変わってしまうような状況で、平

日は車もとめられないというふうな中で、

そういう苦情、要望も出てまいりました。

その中で、やはり現状ではまださらに増

設していかなければならないということ

で、平成１６年から増設の検討を行って

まいりました。１つの案といたしまして

は、やはり平屋の建屋を何とか２階建て

にできないかなということで計画、検討

してまいった状態でございます。そのた

めには、やはり仮設の駐輪スペースが必

要ということで、大阪府の管理用地をお

借りするという形で進めてまいったとこ

ろです。

　用地も当初、最終年度までお借りでき

るという状況であったんですけれども、

その間に地元のそういう理解も求めてい

くというふうな形で進めてまいってたと

こなんですけれども、今回、進捗により

まして借りられないと。先ほど説明もさ

せていただきましたけれども、可能な限

り大阪府としても使っていいよというふ

うにいただいておりまして、それがどう

見積もってもやはり２００台ぐらいのス

ペースしかないと。

　なぜ補正をというところでございます

けれども、残りの駐輪スペースを確保す

るこの用地ですけれども、そこもやはり

時間の競争でございまして、お聞きして

いるのは１９年度末まではお借りできる

ということなんですが、その先は府とし

ても大丈夫というふうな答えは返ってこ

ない状況でございます。ですから、何と

か１９年度中には仮設の駐輪スペースを

使って増設を行っていかなければならな

いということで、本来ですと１９年度当

初予算でもってそういう計画をしていく

べきものなんですけれども、仮設の収容

スペースの使用年限のこともございまし

て、何とか補正を上げまして、そういう

計画、プランを立てまして、当初予算に

建設費を計上させていただいたというふ

うな背景になっております。

　１８年度におきましては、やはり当初

予算にそういう増設の予算はないという

ことでございます。それは、やはりまず

は地元の理解を求めていってからという
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こともございましたので、１８年度には

そういう計上を行ってなかったというこ

とでございます。

　仮に委託設計をした中でどのぐらいの

増設が図れるかということでございます

けれども、これは今後、これからの話に

はなりますけれども、私も素人で単純に

積算した１つございます。それは建屋の

中の現状１，０８４台の収容スペースの

中で、若干２段式ラックを平成１５年に

設置した経過がございます。これをすべ

て２段ラックにしてしまいますと、計算

上では３５０台ぐらいの増ということで、

それ以上はなかなかスペース的には難し

いというふうに、１つのあくまでも概算

ですけれども、そういう台数しかとれな

いと。それも今後、そういう仕様書の中

で、１つの案としてすべて２段ラックに

できるのか、それがスペースがどこまで

とれるのかということを、それも含めて

考えていけたらいいかなというふうに思っ

ております。

　それから、路面標示の補正を上げた背

景ということでございますけれども、現

行の予算といたしましては２８０万円ほ

ど予算を計上いたしております。１期、

２期工事を毎年行っておりまして、年度

内で実施いたしております。本来区画線、

いわゆるセンターラインとか路側線を道

路管理者としては整備していかなければ

ならないということで、平成１２年に市

内の区画線を調査いたしました。復元が

必要なものですね、それは延長といたし

ましては１６キロございました。１３年

の当初予算の中で予算計上をさせていた

だきまして、５か年計画で平成１３年か

ら１７年で復元を行ってまいりました。

１７年度末で復元率が８９．３％になっ

てございますけれども、１８年度当初に

再度調査をいたしました。８９．３％で

すから、単純に残りの延長が１．７キロ

ほどございます。１８年度当初に調査い

たしましたところ、やはり消えかかって

いるものを含めて復元しなければならな

いのは１万２，５４８メートル、約１３

キロの復元箇所が新たに必要になってま

いりました。ただ、最近文字とか矢印と

か、いわゆる法定外標示ですね、飛び出

し注意とか、そういう要望もございまし

て、なかなか１期工事におきましても、

やはりその部分がウエートを占めており

まして、今後２期工事におきましても、

やはり今現在お聞きしております要望の

中では、予算額としましては１３０ほど

ございますが、多分そっちの方に執行せ

ざるを得ないかなということになります

と、やはり今度、区画線の整備がまたお

くれてしまう状況にございます。ですか

ら、何とか１３キロの区画線の復元を今

回補正でもって上げさせていただいて、

次年度の予算にも反映していきたいと。

新たにまた５か年計画で整備をできたら

ということで、今回、補正を上げさせて

いただいた次第でございます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　そうしましたら、最初のダ

イオキシンの原因究明の話でございます

ね、これは民生の方でもありますので、

もうこれ以上は言いませんけれども、徹

底的にやっぱり調査をしていただけるよ

うに、これは要望とさせていただいてお

きたいと思います。

　それから、千里丘第１自転車駐輪場の

設計関連でございますけれども、今の説

明、今現状１，６４０台の収容に増設し

ても３５０台だけですかね、増設が。と

いうことは約２，０００台ということに

なるんでしょうか。当初、私が聞いてい

たのは２階建てにしてしまうということ

ですので、倍ぐらいになるのかなという
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ふうに思ってたんですけど、随分認識が

違うように思うんですが、今の私が言っ

たことに対して、ちょっと認識が違うよ

ということであれば、ちょっとこの点を

もう一度教えてください。

　それと、自転車の千里丘周辺に乗り入

れてくるという、これを何とか圧縮でき

ないかなという考え方を以前からも言っ

ていました。東口なんかにはレンタサイ

クルが２軒ありまして、駅リンくんとマ

イケルですかね、非常に稼働率が上がっ

てきて、今、１台に対して１日２回ぐら

いの貸し出しがあるということでござい

ますので、昼使った人がまた夜使ってい

るということで、非常に理想的な状態に

なってきているという。その分、結局、

自転車乗り入れを抑えられているという

ふうに認識をするわけですけど。そうい

う自転車の乗り入れをなるたけ抑えて、

そういうレンタサイクルなんかを、２台

分を昼使う人と夜使う人で分けることに

よって、自転車を半分とかに減らしてく

るとかいう考え方になるんですね。今、

ハートインが店を閉めましてね、あそこ

ＪＲが出た後は店を閉めましたけども、

ある意味ではＪＲ側にそういうことを、

こちら側でもどうだという働きかけがで

きないのか。あれはＪＲの子会社ですね、

子会社というか関連会社ですから、そう

いう働きかけをあわせて、こういう計画

の中に盛り込んでやっていくことはでき

ないのかということを、ちょっと考え方

についてご説明願いたいと思います。

　それから、路面標示については丁寧に

ご説明いただきましたので、これは安全

対策という意味では、ある意味ではいた

し方ないということもあると思います。

これはやっぱり大事な部分ですので、しっ

かりやっていかないといけないという部

分では、これは理解しているわけですけ

れども、決して反対するわけではないわ

けですが、しっかり計画性を持ってやっ

ていただきたいということを、申し上げ

ておきたいと思います。

　それから、道路の維持工事の分ですね。

５路線ですね。全体を調査していただい

た結果、緊急性のどうしてもやらなあか

んのは５路線で、あとは来年度以降の当

初予算でも間に合うという判断をされた

ということですよね。これは当然こうい

う陥没事故やいろんなことがあって、全

部調べられたというふうに思いますけれ

ども、そういう道路の維持管理業務にしっ

かり目を光らせていただいて、これは道

路の下のことはなかなかわかりにくいわ

けですけれど、以前にちょっと下水の道

路側溝の受け口のところの、管の周りの

モルタルがはがれているところがあって、

そっから水が浸入して、ひょっとしたら

下の土を洗うかもわからないというよう

なことがあったり、また水道の漏水なん

かによって下の土が流されていくという

こともあると思いますけども、その辺は

鋭意調査、研究を重ねながら、こういう

事故の起こらないように、やっぱりこれ

は努めていただくことを、これは要望さ

せていただきたいと思います。

　それから、公園の管理工事でございま

すけれども、これについても大体はわか

りましたけれども、しっかり市民の皆さ

んの要望にこたえていただけるように、

これも進めていただきますことを要望さ

せていただいて、１点質問としてはよろ

しくお願いします。

○山本靖一委員長　水田参事。

○水田土木下水道部参事　増設台数でご

ざいますけれども、ちょっと説明不足で

申しわけございません。当初、説明させ

ていただいた分、２階建てをすれば２階

の部分のスペースで約１，２６０台を確
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保できるという形で検討してまいりまし

た。それはあくまでも府の用地の駐輪ス

ペースですね、仮設の駐輪スペースが約

１，０００台置けた状態で２階建てがで

きるかというふうな形で計画、検討して

まいりましたけれども、今回、それが困

難な状況になりましたので、現状ででき

る約２００台の仮設スペースを使いなが

らということでございますので、これが

果たして２階建てでできるかどうか。２

階建てにせずに、屋外の部分も使いなが

ら増設を検討していかなければならない

ということで、私が説明させていただい

たのは、単純に２階建てにせずに今の現

状の平屋の中で２段ラックだけにしてし

まいますと、３５０台ぐらい増というこ

とでございまして、屋外の部分もまた改

めて整備し出すと、それよりは台数がふ

える可能性もございます。これは、やは

り今後はその辺の設計の中で、はっきり

した台数が、幾つかのプランが出てくる

かなというふうに思っております。

　それから、レンタサイクルにつきまし

ても、やはり当初、仮に２階建てができ

るという前提の中でも、レンタサイクル

をできるスペースを何とか設けたいなと

いうことも、あわせて検討してまいりま

した。以前からそういうご質問もござい

ましたんで、今回も増設計画の中で、そ

ういうレンタサイクルのスペースがとれ

るかどうかもあわせて、仕様書の中では

ちょっと入れていきたいなというふうに

考えております。

　ＪＲのことでございますけれども、現

状は東側のフォルテ周辺につきましては、

駐輪ラックはこれから整備されていきま

す。私もＪＲ用地につきましても、東側

におきましても、ＪＲ用地には放置がま

ず未整備であればふえてくるだろうとい

うことで、今般、ＪＲにも呼びかけまし

た。近々にＪＲの京都支社の担当課と現

場立会をさせていただきまして、何とか

ＪＲ用地を利用できないかというふうな

ことで、今後予定しております。西側に

つきましても、やはり千里丘第１に限ら

ず、何とか利用できる駐輪スペースがあ

るかどうか、それもあわせまして西側に

おきましてもＪＲとその辺の話も、何と

かＪＲ用地がもしあればお借りできれば

なということで、それとＪＲとしても、

やはり何とか駐輪の対策をお願いしてい

きたいなということで、今般、そういう

立会の中で進めていきたいなと。１つきっ

かけができたということで、何とかそう

いう形で進めていきたいというふうに考

えております。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　ちょっと私、認識を改めな

あきません。建てかえてしまうもんだと

思ってたんですけど、それもあわせて検

討されるということでございますので。

ということは、今の建屋はそのまま残る

ことになるということでございますね。

　ちょっとこの間、シルバーの人から、

ちょっとこれだけ頭の中に入れてほしい

んですが、シルバーの人からちょっと言

われたんですね。この夏場、夕立なんか

で雨が降ったときに、とゆの水量が、ちょっ

と勾配が緩いのと浅いんですかな、物す

ごい水があふれ出てくるんですね、とゆ

から。収容できないんですね、勾配が緩

すぎて。その辺のことをちょっと私聞い

ておりますので、そういうことをもうちょっ

と改修もせなあかんねんやなということ

も含めて、考えていただきたいというこ

とを要望させていただいて、そしてまた

先ほどの自転車の乗り入れ台数を減らす

という考え方。これもしっかり取り組み

をしていただいて進めていただきますこ

とを要望させていただいて、質問を終わ
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ります。ありがとうございました。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　木村委員。

○木村委員　質問というよりも、ちょっ

とご意見を申し上げたいんですが、先ほ

どから議論されております三箇牧水路の

ダイオキシンの問題。これは、やはり原

因究明をきっちりしていく中で、個人な

りあるいは企業責任を問うていって、本

来こういうことが行政がするんではなし

に、企業責任において改善さすというこ

とが、私は基本だと思うんですね。

　そういう点では、１０年ほど前に西淀

川の方で、神崎川水系の水路が非常に汚

染をされておるということで、よみがえ

れ神崎川という運動団体ができました。

ここに社会党系の方が中心になってやっ

ておられたんですけれども、私もその一

員として参加をする中で、やはり神崎川

の汚染が非常に進んでおるという根本原

因は、やはり上流側の摂津市あるいは茨

木市、高槻市、茨木は余り関係ないです

けれども、高槻市等の水路の汚染による

ものではないかということを調査をされ

まして、現地視察もされて、そういう意

見交換をする中では、やはり味生水路、

鳥飼水路、番頭面水路、安威川、この辺

が非常に汚染が進んでおる。それは摂津

市がまだ公共下水の普及率が大変、１０

年前ですから低かったし、そういうこと

も１つの原因があるかもわからないけれ

ども、やっぱりその水路に面している企

業等にも一定の問題があるんではないか

ということで、現地視察もされました。

　私はちょうど今の宮鳥橋の下流側にご

みを焼いておる会社があるんですけれど

も、その安威川の水路の本流ではなしに

堤防の際の、かすかに流れておる細い水

路があるんですけれども、そこの水質が

非常に黄土色というんか赤みかかった、

およそ河川の水質とは考えられないよう

な現状を目にしました。そういうことで、

当時環境の前川参事にも、一遍あそこの

水質調査をするようにということも指示

をいたしました。そういう点では、先ほ

ど委員長の方から話もありましたように、

これは環境対策の方にかかわる問題です

けれども、やはり行政は縦割りだけでは

なしに、横の連携を持ってやっていくこ

とが一番私は大事だと思うんです。

　そういう点では、三箇牧水路、今回こ

ういう大きなお金をかけて回収をしてい

く、その維持管理をされておる神安、あ

るいは摂津市、大阪府、その辺の連携が

一番求められておると思うんですね。そ

ういう点では、やはりこの大きな数値。

５倍とか１０倍ということではなしに、

もう全くかけ離れた大きな水質汚染が進

んでおったということについては、やは

り企業責任もありますけれども、行政な

り管理している神安なり大阪府なり、そ

の辺の姿勢の問題もあったと思います。

　そういう点では、この機会に民間の民

地の建屋の中の調査もされたということ

で、一定前へ進むんではないかなという

期待もするんですけれども、やはりこう

いうことが起こってしまった以上、今後

の問題として、そういう異常を発見した

ときには、きっちりとその辺の調査をし

ていく。そして、そういう大きな数値に

ならない間にきっちりと対策を講じる、

あるいは企業の責任を問うていく、そう

いうことが今求められていると思います

ね。

　そういう点で、この問題は単に摂津の

問題だけではなしに、大阪府とも、そう

してまた摂津市の中でも、縦割りではな

しに横の連携できっちりと防いでいくと

いうことの姿勢を、この機会に改めてお

願いをして、意見として申し上げておき
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ます。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　以上で質疑を終わり

ます。

　暫時休憩します。

（午前１０時５８分　休憩）

（午前１１時　　　　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第６１号の審査を行います。

　本件につきましては補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑のある方は挙手をお願いします。

　藤浦委員。

○藤浦委員　地区計画についての条例と

いうことで、都市計画法では１６条の２

項ということで、地区計画について評定

の仕方とか意見の提出方法については条

例で定めるところによると書いてありま

すから、これは条例を定められるという

ことですが、今まで、ということは地区

計画がなかったというか、摂津自体には

なかったということになるんだろうと思

うんですけど。何で今なんだという話に

なるわけです。そうすると、何で今、地

区計画が今の。地区計画を用意している

から、この条例をつくるということにな

ると思うんですけどね、連動していると

思うんですけどね。大体の予測はつくわ

けですけど、どこまで答えていただける

かわかりませんが、答えられる範囲の中

で、なぜ今この条例なのかということに

ついて、まず最初にお答えをいただきた

い。

○山本靖一委員長　粟屋次長。

○粟屋都市整備部次長　それでは、今の

ご質問でございますけども、条例の制定

時期のお話でございます。ただ、その中

で、ある一定方針、条例を制定するタイ

ミングというのを示されておられます。

その内容を申し上げますと、あらかじめ

地区計画を定めたい地区がある場合、ま

た予定地区はないが、あらかじめ準備を

しておく場合という規定がございます。

今回、私どもが地区計画の条例制定をお

願いいたしておりますのは、委員もおっ

しゃってますように、今後のまちづくり

におきましては、やはりきめ細かな市街

地を実現していくと。そういう必要性が

求められておりまして、条例を制定する

ことによりまして、住民の意見等を求め

てまいりたいと、このように考えており

ます。

　また、本市の状況といたしましては、

今後、可能性の話ではございますけれど、

南千里丘のまちづくり。また、吹田操車

場跡地のまちづくり等の予定もございま

すので、その辺は今後関係部署と連携を

図りながら取り組んでまいりたいと、こ

のように感じております。

　また、時期の話で、現時点でちょっと

余談にはなるわけですけれども、近隣都

市の状況を申し上げますと、いわゆる北

大阪、北摂１０市町では、現在、６市町

が条例制定済みでございます。残り摂津

市を含めまして４市町がまだ未制定とい

う状況でございます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　だれしもが思うのは、南千

里丘かなという感じになるわけですけど。

地区計画はいろんなことが決めれるよう

になっておりますわね、用途構成とかの

適正化とか。例えば具体的にはこういう

用途のものはここには建てられないとか

いうことも決めれますし。そういういろ

んなことが決められるようになっている

わけですけども、ここは委員会が違いま

すから、本来はどんな地区計画を用意さ

れているんですかということを聞きたい

わけです。ここではだめですね、答えら
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れないと思いますけども。ここは手続上

の話だけでしょうからね。

　そういう、決して反対する立場じゃな

いわけですけど、しっかり適切な地区計

画なりを原案をつくっていただく中で、

またしっかりと審議させていただく中で

進めていただきたいわけですけど、その

ことを要望させていただいて、質問とし

ては終わらせていただきます。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩いたします。

（午前１１時４分　休憩）

（午前１１時７分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　討論なしと認め採決

します。

　議案第５６号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　議案第６１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　以上で本委員会を閉会します。

　ご苦労さまでした。

（午前１１時８分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長    山　本　靖　一

　建設常任委員    　原　田　　　平
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